
Ａ
・
加
藤
時
次
郎
の
略
歴

加
藤
時
次
郎
は
安
政
五
年
二
八
五
八
）
、
豊
前
国
田
川
郡
香
春

村
で
、
医
師
・
吉
松
元
簡
の
次
男
と
し
て
生
れ
た
。
明
治
八
年
、

十
八
歳
で
日
本
橋
浜
町
の
吉
松
病
院
々
長
の
吉
松
文
治
を
頼
っ
て

上
京
し
、
同
十
六
年
に
医
術
開
業
試
験
に
合
格
し
た
。
そ
こ
で
京

橋
の
薬
問
屋
の
娘
、
加
藤
せ
ん
と
結
婚
し
加
藤
姓
を
名
の
る
。
（
大

正
九
年
離
婚
し
以
後
は
実
父
の
旧
姓
加
治
を
名
の
っ
て
い
る
。
）

明
治
十
九
年
、
千
住
に
加
藤
病
院
を
開
き
、
二
年
後
、
三
十
一

歳
で
ド
イ
ッ
ヘ
自
費
留
学
。
二
年
間
ブ
レ
ス
ロ
ウ
大
学
等
で
外
科
、

皮
膚
科
、
性
病
科
を
学
ぶ
。
同
二
十
三
年
に
帰
国
し
、
病
院
を
京

橋
木
挽
町
に
移
し
新
技
術
で
診
療
に
当
っ
た
。
一
年
半
後
に
神
奈

川
の
青
木
台
町
に
分
院
を
設
け
た
。

加
藤
時
次
郎
は
、
在
欧
時
代
に
社
会
主
義
運
動
を
知
り
、
帰
国

３
医
師
・
加
藤
時
次
郎
と
横
浜中

西
淳
朗

後
多
く
の
社
会
主
義
者
と
交
っ
た
。
明
治
三
十
九
年
二
月
、
わ
が

国
で
初
め
て
の
合
法
的
社
会
主
義
政
党
・
日
本
社
会
党
が
京
橋
の

加
藤
病
院
内
で
誕
生
し
た
。
即
ち
、
加
藤
は
日
本
社
会
党
の
創
立

期
の
大
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
っ
た
。

明
治
四
十
三
年
の
大
逆
事
件
の
あ
と
、
東
京
と
横
浜
に
社
団
法

人
・
実
費
診
療
所
が
生
れ
、
加
藤
は
特
別
要
視
察
人
で
あ
り
な
が

ら
横
浜
支
部
の
医
務
長
を
兼
ね
た
。
実
費
診
療
所
は
日
収
一
円
以

下
の
世
帯
の
患
者
だ
け
を
、
診
断
料
ゼ
ロ
で
診
療
す
る
こ
と
が
開

設
の
第
一
条
件
で
あ
っ
た
。
加
藤
は
〃
中
産
階
級
ま
で
を
含
め
る

医
療
の
社
会
化
〃
を
め
ざ
し
て
お
り
、
鈴
木
梅
四
郎
と
衝
突
す
る
。

実
費
診
療
所
の
患
者
数
は
四
十
四
年
の
後
半
に
急
増
し
、
横
浜

市
医
師
会
内
部
で
問
題
化
し
た
。
大
正
元
年
よ
り
医
師
会
は
実
費

診
療
所
を
攻
撃
し
は
じ
め
、
同
三
年
に
は
医
務
長
の
加
藤
が
医
師

会
に
入
会
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
訴
訟
を
お
こ
し
た
。

当
時
の
横
浜
市
医
師
会
々
則
第
四
条
は
次
の
如
く
規
定
し
て
い

る
。
「
本
会
ハ
明
治
三
十
九
年
内
務
省
令
第
三
十
三
号
医
師
会
規
則

第
八
条
第
一
号
、
規
定
二
基
キ
本
市
内
二
於
テ
医
業
二
従
事
ス
ル

内
外
国
ノ
医
師
ヲ
以
テ
組
織
ス
。
但
シ
官
公
立
病
院
二
従
事
ス
ル

医
師
ニ
シ
テ
入
会
ス
ル
モ
妨
ゲ
ナ
シ
・
」
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医
師
会
が
起
こ
し
た
こ
の
訴
訟
は
、
薬
価
等
の
報
酬
規
定
の
順

守
や
、
医
師
の
医
師
会
加
入
義
務
が
争
点
と
な
っ
た
が
、
内
務
省

の
壁
に
よ
り
加
藤
は
敗
訴
と
な
っ
た
。
敗
北
の
理
由
は
、
法
令
上
、

開
業
ま
た
は
官
公
立
病
院
以
外
の
診
療
所
等
の
医
師
に
、
所
在
地

医
師
会
へ
の
加
入
意
志
を
認
め
な
が
ら
、
他
方
で
社
団
等
公
益
法

人
医
療
機
関
の
医
師
の
扱
い
を
明
確
に
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

よ
る
。
即
ち
社
会
の
変
動
に
法
律
が
つ
い
て
い
け
な
か
っ
た
悲
劇

で
あ
る
。

Ｂ
◇
加
藤
時
次
郎
の
足
跡
を
さ
ぐ
る

加
藤
は
明
治
二
十
四
年
に
青
木
台
町
に
た
て
た
横
浜
分
院
を
四

十
五
年
よ
り
自
宅
と
し
て
使
用
し
た
。
こ
の
地
所
に
つ
い
て
は
、

娘
婿
の
加
治
甚
吾
医
師
も
、
堺
利
彦
の
娘
の
近
藤
眞
柄
も
僅
か
に

憶
え
て
い
て
、
総
合
す
る
と
〃
Ｊ
・
Ｒ
東
神
奈
川
駅
か
ら
車
で
八
、

九
分
は
か
か
り
、
広
重
の
版
画
「
神
奈
川
」
の
近
く
で
青
木
台
町

の
坂
上
の
左
側
″
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

今
回
、
「
横
浜
市
土
地
宝
典
・
神
奈
川
区
の
部
、
昭
和
七
年
刊
」

を
み
た
と
こ
ろ
、
地
主
と
し
て
加
治
時
次
郎
、
加
治
さ
き
（
後
妻
）

が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
三
十
一
番
地
、
三
十
二
番
地
が
旧
分
院
の

所
在
地
と
判
明
し
た
。
現
在
で
は
台
町
十
一
並
に
十
二
番
地
と
な

っ
て
い
る
。

加
藤
時
次
郎
は
大
正
五
年
中
区
に
加
藤
病
院
改
め
平
民
病
院
横

浜
分
院
を
た
て
た
。
は
じ
め
は
山
下
町
一
八
二
番
地
で
あ
っ
た
が
、

四
年
後
足
曳
町
ニ
ノ
十
四
に
移
転
し
た
と
い
う
。
成
田
竜
一
氏
の

著
書
『
加
藤
時
次
郎
』
（
不
二
出
版
）
第
一
六
七
頁
に
収
載
さ
れ
て

い
る
分
院
の
写
真
は
、
大
正
七
年
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
が
、

写
真
の
横
長
の
建
物
は
、
山
下
町
一
八
二
番
地
（
旧
横
浜
南
労
働
基

準
監
督
署
）
の
ほ
ぼ
正
方
形
の
地
所
に
は
収
ま
ら
な
い
。
成
田
氏
の

コ
メ
ン
ト
に
疑
念
を
も
ち
、
大
正
五
年
発
刊
の
「
横
浜
市
土
地
宝

典
」
を
見
た
と
こ
ろ
、
足
曳
町
ニ
ノ
十
四
と
い
う
地
所
は
長
方
形

の
か
な
り
広
い
土
地
で
、
分
院
に
ふ
さ
わ
し
い
地
所
で
あ
っ
た
。

横
浜
は
震
災
、
戦
災
等
を
へ
て
度
重
な
る
区
画
整
理
の
た
め
、
大

正
九
年
以
降
の
足
曳
町
分
院
の
所
在
地
を
現
在
の
地
図
上
で
は
特

定
出
来
な
い
。
加
藤
時
次
郎
は
関
東
大
震
災
後
、
横
浜
か
ら
引
上

げ
て
い
っ
た
。

（
神
奈
川
地
方
会
）
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